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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部と、
　前記表示部に表示され、入力操作を受け付けると、対応する機能を発揮させる第１機能
キーと、
　前記表示部に表示され、入力操作を受け付けると、前記第１機能キーに対応する機能を
設定する画面の前記表示部への表示を取り消すキャンセルキーと、
　前記表示部に表示され、入力操作を受け付けると、前記第１機能キーに対応する機能を
発揮させる処理を取り消す第２機能キーと、
　前記第１機能キーが入力操作を受け付けると、前記表示部において前記第１機能キーお
よび前記キャンセルキーを非表示にして前記第２機能キーを表示する第１段階処理を行い
、前記第２機能キーが表示されてから一定時間が経過したときに、前記第２機能キーを有
効状態にする第２段階処理を行う制御部と、
を備える、動作装置。
【請求項２】
　前記第２機能キーは、前記表示部における前記第１機能キーの位置および前記キャンセ
ルキーの位置のいずれとも重なる位置に表示される、請求項１に記載の動作装置。
【請求項３】
　前記表示部に表示され、第１機能キーに対応する機能に関する条件を設定するための設
定キーをさらに備え、
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　前記第１段階処理では、前記制御部は、前記第１機能キーに加えて、前記設定キーを、
前記表示部において非表示にする、請求項１または２に記載の動作装置。
【請求項４】
　前記表示部に表示され、入力操作を受け付けると、前記第１機能キーおよび前記第２機
能キーとは異なる機能を発揮させる機能キーであって、前記第２機能キーが表示されてい
る状態で表示される第３機能キーをさらに備え、
　前記制御部は、前記第１段階処理において、前記第３機能キーを有効状態にする、請求
項１～３のいずれか１項に記載の動作装置。
【請求項５】
　表示部と、
　前記表示部に表示され、入力操作を受け付けると、対応する機能を発揮させる第１機能
キーと、
　前記表示部に表示され、入力操作を受け付けると、前記第１機能キーに対応する機能を
設定する画面の表示を取り消すキャンセルキーと、
　前記表示部に表示され、入力操作を受け付けると、前記第１機能キーに対応する機能を
発揮させる処理を取り消す第２機能キーと、
　前記第１機能キーが入力操作を受け付けると、前記表示部において前記第１機能キーお
よび前記キャンセルキーを非表示にして前記第２機能キーを表示する第１段階処理を行い
、前記第２機能キーが表示されてから一定時間が経過したときに、前記第２機能キーを有
効状態にする第２段階処理を行う制御部と、
を備える、画像形成装置。
【請求項６】
　表示部と、
　前記表示部に表示され、入力操作を受け付けると、対応する機能を発揮させる第１機能
キーと、
　前記表示部に表示され、入力操作を受け付けると、前記第１機能キーに対応する機能を
設定する画面の前記表示部への表示を取り消すキャンセルキーと、
　前記表示部に表示され、入力操作を受け付けると、前記第１機能キーに対応する機能を
発揮させる処理を取り消す第２機能キーと、
を備える動作装置を制御するプログラムであって、
　前記動作装置に、
　前記第１機能キーが入力操作を受け付けると、前記表示部において前記第１機能キーお
よび前記キャンセルキーを非表示にして前記第２機能キーを表示する第１段階処理と、
　前記第２機能キーが表示されてから一定時間が経過したときに、前記第２機能キーを有
効状態にする第２段階処理と、
を実行させる、制御プログラム。
【請求項７】
　前記第２機能キーを、前記表示部における前記第１機能キーの位置および前記キャンセ
ルキーの位置のいずれとも重なる位置に表示する、請求項６に記載の制御プログラム。
【請求項８】
　前記動作装置は、
　前記表示部に表示され、第１機能キーに対応する機能に関する条件を設定するための設
定キー
をさらに備え、
　前記第１段階処理では、前記第１機能キーに加えて、前記設定キーを、前記表示部にお
いて非表示にする、請求項６または７に記載の制御プログラム。
【請求項９】
　前記動作装置は、
　前記表示部に表示され、入力操作を受け付けると、前記第１機能キーおよび前記第２機
能キーとは異なる機能を発揮させる機能キーであって、前記第２機能キーが表示されてい
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る状態で表示される第３機能キー
をさらに備え、
　前記第１段階処理において、前記第３機能キーを有効状態にする、請求項６～８のいず
れか１項に記載の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示部において入力操作を受け付け、その入力操作に基づいて動作する動作
装置（画像形成装置を含む）、および動作装置に実行させる制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機等の携帯端末装置には、電話帳機能や電子メール機能など、文字入力
を必要とする様々な機能が付加されるようになっている。このため、携帯端末装置には、
文字入力機能も備えられている。このような携帯端末装置における文字入力は、所定のキ
ーを操作するごとに割り付けられている複数の文字が循環表示され、使用者が所望の文字
を選択するマルチタップ方式で行うのが一般的である。
【０００３】
　しかし、マルチタップ方式で文字入力が行われる技術では、一つの文字を入力するため
に同じキーを複数回操作する必要があるため、キー操作数のミスによる文字入力ミスも生
じやすい。
【０００４】
　そこで、先に行った操作と後に行った操作の時間間隔が所定時間以上の場合に、先の操
作を無効とする技術が開示されている（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－００９３１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　また、画像形成装置等の動作装置には、表示部に複数のキーを表示し、ユーザが所定の
キーを入力操作することで指示を受け付け、その指示に基づいて動作を行うものがある。
このような動作装置には、画像表示機能以外にも、複数の機能を有するものがある。ユー
ザがこの動作装置に対して、複数の機能を動作させる必要がある指示をした場合、動作装
置に備えられるＣＰＵ等の制御部は、複数の処理を同時進行させるため、表示部における
画像の切り替えが遅延することがあった。この場合、内部処理においては、画像の切り替
え後の状態に移行している。
【０００７】
　しかし、ユーザは、指示が受け付けられているか否かが認識できないため、キーを連打
してしまうことがあった。この場合、動作装置は、画像の切り替え後の指示を受け付ける
ため、ユーザの意図とは違う動作をすることがあった。
【０００８】
　そこで、本発明の目的は、上記課題に鑑み、画像の切り替え時に生じ得るユーザの誤操
作を防止することができる動作装置、画像形成装置、および制御プログラムを提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の動作装置は、表示部、第１機能キー、キャンセルキー、第２機能キー、および
制御部を備える。
【００１０】
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　第１機能は、表示部に表示され、入力操作を受け付けると、対応する機能を発揮させる
機能キーである。キャンセルキーは、表示部に表示され、入力操作を受け付けると、第１
機能キーに対応する機能を設定する画面の表示部への表示を取り消す。第２機能キーは、
表示部に表示され、入力操作を受け付けると、第１機能キーに対応する機能を発揮させる
処理を取り消す機能キーである。そして、制御部は、第１機能キーが入力操作を受け付け
ると、表示部において第１機能キーおよびキャンセルキーを非表示にして第２機能キーを
表示する第１段階処理を行い、第２機能キーが表示されてから一定時間が経過したときに
、第２機能キーを有効状態にする第２段階処理を行う。
【００１１】
　上記動作装置には、画像形成装置が含まれる。
【００１２】
　本発明の制御プログラムは、上記動作装置を制御するプログラムであり、動作装置に、
第１段階処理と、第２段階処理とを実行させる。第１段階処理は、第１機能キーが入力操
作を受け付けると、表示部において第１機能キーおよびキャンセルキーを非表示にして第
２機能キーを表示する処理である。第２段階処理は、第２機能キーが表示されてから一定
時間が経過したときに、第２機能キーを有効状態にする処理である。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明における動作装置によれば、画像の切り替え時に生じ得るユーザの誤操作を防止
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１実施形態に係る動作装置の一例である画像形成装置の一部の斜視図
である。
【図２】（Ａ）は、操作装置が水平配置された状態における画像形成装置の側面図であり
、（Ｂ）は、その正面図である。
【図３】（Ａ）は、操作装置が前面側に傾斜配置された状態における画像形成装置の側面
図であり、（Ｂ）は、その正面図である。
【図４】操作装置の部分拡大図である。
【図５】本発明の第１実施形態に係る画像形成装置の制御系のブロック図である。
【図６】本発明の第１実施形態に係る画像形成装置の制御フローを示すフローチャートで
ある。
【図７】コピーキーが入力操作される前における表示部の表示内容を示す図である。
【図８】第１段階制御の詳細なフローを示すフローチャートである。
【図９】コピーキーが入力操作された後における表示部の表示内容を示す図である。
【図１０】第２段階制御の詳細なフローを示すフローチャートである。
【図１１】制御が実行されるタイミングと制御が実際に反映されるタイミングとを示す図
である。
【図１２】本発明の第２実施形態に係る画像形成装置の制御系のブロック図である。
【図１３】第１段階制御の詳細なフローを示すフローチャートである。
【図１４】本発明の第３実施形態に係る情報処理装置の制御系のブロック図である。
【図１５】本発明の第３実施形態に係る情報処理装置の制御フローを示すフローチャート
である。
【図１６】印刷開始キーが入力操作される前における表示部の表示内容を示す図である。
【図１７】第１段階制御の詳細なフローを示すフローチャートである。
【図１８】印刷開始キーが入力操作された後における表示部の表示内容を示す図である。
【図１９】第２段階制御の詳細なフローを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態に係る動作装置を、図面を参照しつつ詳細に説明する。



(5) JP 6122162 B2 2017.4.26

10

20

30

40

50

【００１６】
　最初に、本発明の第１実施形態について説明する。
【００１７】
　図１、図２（Ａ）および図２（Ｂ）に示すように、動作装置の一例である画像形成装置
１００は、操作装置１および主装置２を備えている。
【００１８】
　主装置２は、画像読取部３、画像形成部４および給紙部５を備え、いわゆる胴内排紙形
状を呈している。
【００１９】
　画像読取部３は、主装置２の上部に配置されている。画像読取部３は、原稿台３１上に
載置された原稿に光を照射し、反射した光に基づいて原稿の画像を読み取って画像データ
を生成する画像読取処理を行う。なお、図１、図２（Ａ）および図２（Ｂ）では、原稿台
３１の上面を閉鎖および開放自在な蓋部材の記載が省略されている。図３（Ａ）および図
３（Ｂ）においても同様に蓋部材の記載が省略されている。
【００２０】
　給紙部５は、主装置２の下部に配置され、複数の給紙カセット５１，５２，５３，５４
を有している。給紙カセット５１～５４のそれぞれには、記録媒体の一例である用紙が収
容されている。給紙部５は、用紙を１枚ずつ画像形成部４へ供給する。
【００２１】
　画像形成部４は、画像読取部３の下に配置され、用紙に画像形成処理を行う。画像形成
部４は、画像形成処理済みの用紙を収容する用紙排紙トレイ４１を設けるための空間４２
を画像読取部３の下に残すように、主装置２の幅方向９１における第１端部に設けられた
用紙排紙部４３を有する。画像形成部４は、画像形成処理済みの用紙を、用紙排紙部４３
から用紙排紙トレイ４１へ排出する。画像形成部４の幅方向は、主装置２の幅方向９１と
同じである。
【００２２】
　画像形成部４は、一例として、電子写真方式の画像形成処理を行う。画像形成部４は、
画像データに基づいて形成したトナー像を用紙に担持させ、図示しない定着装置において
トナー像を用紙に熱および圧力によって固着させる。定着装置は、用紙排紙部４３の近傍
かつ下方に配置されている。
【００２３】
　操作装置１は、表示部１０を有する。操作装置１は、主装置２の前面に配置されている
。一例として、操作装置１は、画像読取装置３の前面に取り付けられている。また、一例
として、操作装置１は、幅方向９１において用紙排紙部４３が配置された第１端部の反対
側の端部に取り付けられている。幅方向９１において、操作装置１と用紙排紙部４３とは
、離間していることが好ましい。
【００２４】
　操作装置１は、図２（Ａ）および図２（Ｂ）に示す水平位置と、前面側への所定の最大
傾斜位置と、の間で回動自在に構成されている。また、操作装置１は、水平位置、最大傾
斜位置、ならびに平位置と最大傾斜位置との間の１または複数の所定位置から選択された
図３（Ａ）および図３（Ｂ）に一例を示す所望の傾斜位置で、傾斜姿勢を保持するように
構成されている。
【００２５】
　図４に示すように、操作装置１は画像読取部３の前面に取り付けられ、一例として、画
像読取部３の前面のうち操作装置１の配置箇所を除く部分には、画像読取部３の操作台３
２が設けられている。操作台３２は、画像読取部３の上面に連続する面を形成し、主装置
２の幅方向９１に直交する前後方向９２において操作装置１の一部と重複している。
【００２６】
　図５は、本発明の第１実施形態に係る画像形成装置１００の制御系のブロック図である
。
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【００２７】
　画像形成装置１００は、表示部１０、コピーキー２０、コピー中止キー３０、ＣＰＵ４
０、ＲＯＭ５０およびＲＡＭ６０を備える。コピーキー２０は、本発明の第１機能キーに
相当する。コピー中止キー３０は、本発明の第２機能キーに相当する。ＣＰＵ４０は、本
発明の制御部に相当する。
【００２８】
　表示部１０は、コピーキー２０またはコピー中止キー３０を表示可能である。コピーキ
ー２０は、表示部１０に表示され、入力操作を受け付けると、対応する機能、すなわち、
コピー開始機能を発揮させる。
【００２９】
　コピー中止キー３０は、表示部１０に表示され、入力操作を受け付けると、コピーキー
２０とは異なる機能、すなわち、コピー中止機能を発揮させる。つまり、コピー中止キー
３０は、コピーキー２０と相反する機能を発揮させる。また、コピー中止キー３０は、コ
ピーキー２０が有効状態のときは無効状態であり、コピーキー２０が表示されている状態
では表示されない。
【００３０】
　なお、キーの有効状態とは、キーが入力操作を受け付けて機能を発揮させることができ
る状態であり、キーの無効状態とは、キーが入力操作を受け付けない状態を示す。
【００３１】
　ＣＰＵ４０は、コピーキー２０が入力操作を受け付けた後の第１段階で、コピーキー２
０およびコピー中止キー３０を無効状態にし、かつ、コピーキー２０を非表示にしてコピ
ー中止キー３０を表示し、その後の第２段階で、コピー中止キー３０を有効状態にする制
御を行う。
【００３２】
　図６は、本発明の第１実施形態に係る画像形成装置１００の制御フローを示すフローチ
ャートである。
【００３３】
　ＣＰＵ４０は、コピーキー２０が入力操作を受け付けるまで待機する（Ｓ１０のＮ）。
【００３４】
　Ｓ１０のＮにおける表示部１０の表示内容は、図７に示すとおりである。すなわち、表
示部１０には、設定キー群１１、ジョブキー群１２、数字キー群１３およびコピーキー２
０が表示されている。設定キー群１１は、コピーの際の各条件を設定するためのキー群で
ある。ジョブキー群１２は、コピーに連動させたジョブ等を設定するためのキー群である
。数字キー群１３は、コピー部数等を入力するためのキー群である。コピーキー２０は、
上述したように、入力操作を受け付けると、コピー開始機能を発揮させるキーである。
【００３５】
　ＣＰＵ４０は、コピーキー２０が入力操作を受け付けたと判断すると（Ｓ１０のＹ）、
コピー開始処理を行う（Ｓ２０）。そして、ＣＰＵ４０は、第１段階処理を行い（Ｓ３０
）、その後第２段階処理を行う（Ｓ４０）。
【００３６】
　図８に基づいて、第１段階処理について説明する。ＣＰＵ４０は、コピーキー２０を無
効状態にし（Ｓ３２）、コピー中止キー３０を無効状態にする（Ｓ３４）。そして、ＣＰ
Ｕ４０は、コピーキー２０を非表示にし（Ｓ３６）、コピー中止キー３０を表示する（Ｓ
３８）。
【００３７】
　この第１段階処理において、表示部１０の表示内容は、図７から図９の状態に移行する
。すなわち、設定キー群１１は、非表示となり、ジョブキー群１２は、一部のキー以外は
非表示となり、また、コピー中止キー３０は、コピーキー２０の位置と同じ位置に表示さ
れる。このコピーキー２０とコピー中止キー３０との配置関係は、表示部１０のレイアウ
トが制限を受けることがないため、好ましい。
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【００３８】
　次に、図１０に基づいて、第２段階処理について説明する。ＣＰＵ４０は、所定時間が
経過するまで待機する（Ｓ４２のＮ）。ＣＰＵ４０は、所定時間が経過したと判断すると
（Ｓ４２のＹ）、コピー中止キー３０を有効状態にする（Ｓ４４）。
【００３９】
　ＣＰＵ４０は、上述したように第１段階処理の後に第２段階処理を行うが、その理由は
、表示部１０の表示内容の遅延にある。すなわち、図１１に示すように、第１段階におい
て、コピーキー２０を非表示にしてコピー中止キー３０を表示する制御を行ったとしても
（時間Ｔ０）、表示部１０に反映されるまでに若干の遅延が生じる（時間Ｔ１）。したが
って、Ｓ４２の処理をする理由は、表示部１０にコピー中止キー３０が表示されるための
時間を担保するためにある。
【００４０】
　よって、コピーキー２０が入力操作を受け付けた後の第１段階で、コピーキー２０およ
びコピー中止キー３０を無効状態にする制御を行う。この制御を行うことにより、第１段
階でコピーキー２０を非表示にしてコピー中止キー３０を表示する制御が行われた場合に
おいて、表示部１０への表示内容に反映されるまでに遅延が生じた結果、ユーザが誤って
コピー中止キー３０を入力操作した場合においても、コピー中止キー３０に対応する機能
を発揮させることなくコピーキー２０に対応する機能を発揮させることができる。
【００４１】
　また、第１段階の後の第２段階で、コピー中止キー３０を有効状態にする制御を行う。
この制御を行うことにより、ユーザがコピー中止キー３０の入力操作を所望する場合に、
コピー中止キー３０が表示された状態でコピー中止キー３０が入力操作を受け付けること
ができる。
【００４２】
　ＣＰＵ４０は、Ｓ４０の後、コピーが終了したかどうかを判断する（Ｓ５０）。ＣＰＵ
４０は、コピーが終了していないと判断すると（Ｓ５０のＮ）、コピー中止キー３０が入
力操作を受け付けたかどうかを判断する（Ｓ６０）。ＣＰＵ４０は、コピー中止キー３０
が入力操作を受け付けていないと判断すると（Ｓ６０のＮ）、Ｓ５０の処理に戻る。
【００４３】
　ＣＰＵ４０は、コピー中止キー３０が入力操作を受け付けたと判断すると（Ｓ６０のＹ
）、コピー中止処理をし（Ｓ７０）、本実施形態の制御を終了する。また、ＣＰＵ４０は
、コピーが終了したと判断すると（Ｓ５０のＹ）、本実施形態の制御を終了する。
【００４４】
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。なお、本実施形態以降の各実施形態に
おいては、第１実施形態と重複する部分の説明は省略する。
【００４５】
　図１２は、本発明の第２実施形態に係る画像形成装置１００の制御系のブロック図であ
る。
【００４６】
　画像形成装置１００は、プログラム呼び出しキー７０をさらに備える。プログラム呼び
出しキー７０は、本発明の第３機能キーに相当する。プログラム呼び出しキー７０は、表
示部１０に表示され、入力操作を受け付けると、コピーキー２０およびコピー中止キー３
０とは異なる機能、すなわち、所定のプログラムを呼び出す機能を発揮させる。また、プ
ログラム呼び出しキー７０は、コピー中止キー３０が表示されている状態で表示される。
【００４７】
　ＣＰＵ４０は、図１３において示すように、第１段階（Ｓ３０）において、コピーキー
２０およびコピー中止キー３０を無効状態にするとともに（Ｓ３２，３４）、プログラム
呼び出しキー７０を有効状態にする（Ｓ３５）。
【００４８】
　この制御を行うことにより、ユーザは、コピーキー２０を入力操作した後すぐにプログ
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ラム呼び出しキー７０を入力操作することができる。したがって、ユーザは、所定のキー
を順番に入力操作する際に、ストレスを感じることがない。
【００４９】
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。
【００５０】
　図１４は、本発明の第３実施形態に係る情報処理装置１１０の制御系のブロック図であ
る。
【００５１】
　本実施形態では、動作装置の一例である情報処理装置１１０について説明する。情報処
理装置１１０は、表示部１２、印刷開始キー２２、印刷中止キー３２、ＣＰＵ４２、ＲＯ
Ｍ５０、ＲＡＭ６０およびＨＤＤ８０を備える。印刷開始キー２２は、本発明の第１機能
キーに相当する。印刷中止キー３２は、本発明の第２機能キーに相当する。ＣＰＵ４２は
、本発明の制御部に相当する。
【００５２】
　表示部１２は、印刷開始キー２２または印刷中止キー３２を表示可能である。印刷開始
キー２２は、表示部１２に表示され、入力操作を受け付けると、対応する機能、すなわち
、印刷開始機能を発揮させる。印刷中止キー３２は、表示部１２に表示され、入力操作を
受け付けると、印刷開始キー２２とは異なる機能、すなわち、印刷中止機能を発揮させる
。つまり、印刷中止キー３２は、印刷開始キー２０と相反する機能を発揮させる。また、
印刷中止キー３２は、印刷開始キー２２が有効状態のときは無効状態であり、印刷開始キ
ー２２が表示されている状態では表示されない。
【００５３】
　ＣＰＵ４２は、印刷開始キー２２が入力操作を受け付けた後の第１段階で、印刷開始キ
ー２２および印刷中止キー３２を無効状態にし、かつ、印刷開始キー２２を非表示にして
印刷中止キー３２を表示し、その後の第２段階で、印刷中止キー３２を有効状態にする制
御を行う。
【００５４】
　図１５は、本発明の第３実施形態に係る情報処理装置１１０の制御フローを示すフロー
チャートである。
【００５５】
　ＣＰＵ４２は、印刷開始キー２２が入力操作を受け付けるまで待機する（Ｓ１１０のＮ
）。
【００５６】
　Ｓ１１０のＮにおける表示部１２の表示内容は、図１６に示すとおりである。すなわち
、表示部１２には、プリンタドライバ９０が表示されている。プリンタドライバ９０は、
プリンタ選択部９２、印刷範囲選択部９４、印刷部数選択部９６、印刷開始キー２２およ
びキャンセルキー２３から構成されている。
【００５７】
　プリンタ選択部９２は、印刷に使用するプリンタを選択するための部分である。印刷範
囲選択部９４は、印刷範囲を選択するための部分である。印刷部数選択部９６は、印刷部
数を選択するための部分である。印刷開始キー２２は、上述したように、入力操作を受け
付けると、印刷開始機能を発揮させるキーである。キャンセルキー２３は、表示部１２に
おいてプリンタドライバ９０の表示をキャンセルするためのキーである。
【００５８】
　ＣＰＵ４２は、印刷開始キー２２が入力操作を受け付けたと判断すると（Ｓ１１０のＹ
）、印刷開始処理を行う（Ｓ１２０）。そして、ＣＰＵ４０は、第１段階処理を行い（Ｓ
１３０）、その後第２段階処理を行う（Ｓ１４０）。
【００５９】
　図１７に基づいて、第１段階処理について説明する。ＣＰＵ４２は、印刷開始キー２２
を無効状態にし（Ｓ１３２）、印刷中止キー３２を無効状態にする（Ｓ１３４）。そして
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、ＣＰＵ４０は、印刷開始キー２２を非表示にし（Ｓ１３６）、印刷中止キー３２を表示
する（Ｓ１３８）。
【００６０】
　この第１段階処理において、表示部１０の表示内容は、図１６から図１８の状態に移行
する。すなわち、印刷開始キー２２およびキャンセルキー２３が非表示となり、印刷中止
キー３２は、印刷開始キー２２およびキャンセルキー２３の位置と同じ位置に表示される
。この印刷開始キー２２およびキャンセルキー２３と印刷中止キー３２との配置関係は、
表示部１２（プリンタドライバ９０）のレイアウトが制限を受けることがないため、好ま
しい。
【００６１】
　次に、図１９に基づいて、第２段階処理について説明する。ＣＰＵ４２は、所定時間が
経過するまで待機する（Ｓ１４２のＮ）。ＣＰＵ４２は、所定時間が経過したと判断する
と（Ｓ１４２のＹ）、印刷中止キー３２を有効状態にする（Ｓ１４４）。
【００６２】
　ＣＰＵ４２は、上述したように第１段階処理の後に第２段階処理を行うが、その理由は
、表示部１２の表示内容の遅延にある。すなわち、図１１に示すように、第１段階におい
て、印刷開始キー２２を非表示にして印刷中止キー３２を表示する制御を行ったとしても
（時間Ｔ０）、表示部１２に反映されるまでに若干の遅延が生じる（時間Ｔ１）。したが
って、Ｓ１４２の処理をする理由は、表示部１０に印刷中止キー３２が表示されるための
時間を担保するためにある。
【００６３】
　よって、印刷開始キー２２が入力操作を受け付けた後の第１段階で、印刷開始キー２２
および印刷中止キー３２を無効状態にする制御を行う。この制御を行うことにより、第１
段階で印刷開始キー２２を非表示にして印刷中止キー３２を表示する制御が行われた場合
において、表示部１２への表示内容に反映されるまでに遅延が生じた結果、ユーザが誤っ
て印刷中止キー３２を入力操作した場合においても、印刷中止キー３２に対応する機能を
発揮させることなく印刷開始キー２２に対応する機能を発揮させることができる。
【００６４】
　また、第１段階の後の第２段階で、印刷中止キー３２を有効状態にする制御を行う。こ
の制御を行うことにより、ユーザが印刷中止キー３２の入力操作を所望する場合に、印刷
中止キー３２が表示された状態で印刷中止キー３２が入力操作を受け付けることができる
。
【００６５】
　ＣＰＵ４２は、Ｓ１４０の後、印刷が終了したかどうかを判断する（Ｓ１５０）。ＣＰ
Ｕ４２は、印刷が終了していないと判断すると（Ｓ１５０のＮ）、印刷中止キー３２が入
力操作を受け付けたかどうかを判断する（Ｓ１６０）。ＣＰＵ４２は、印刷中止キー３２
が入力操作を受け付けていないと判断すると（Ｓ１６０のＮ）、Ｓ１５０の処理に戻る。
【００６６】
　ＣＰＵ４２は、印刷中止キー３２が入力操作を受け付けたと判断すると（Ｓ１６０のＹ
）、印刷中止処理をし（Ｓ１７０）、本実施形態の制御を終了する。また、ＣＰＵ４２は
、印刷が終了したと判断すると（Ｓ１５０のＹ）、本実施形態の制御を終了する。
【００６７】
　各実施形態において、コピーキー２０および印刷開始キー２２は、動作開始キーである
。また、コピー中止キー３０および印刷中止キー３２は、動作停止キーである。この構成
により、第１段階で動作開始キーを非表示にして動作停止キーを表示する制御が行われた
場合において、表示部１０，１２への表示内容に反映されるまでに遅延が生じた結果、ユ
ーザが誤って動作停止キーを入力操作した場合においても、動作停止キーに対応する機能
を発揮させることなく動作開始キーに対応する機能を発揮させることができる。
【００６８】
　最後に、上述の実施形態の説明は、すべての点で例示であって、制限的なものではない
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と考えられるべきである。本発明の範囲は、上述の実施形態ではなく、特許請求の範囲に
よって示される。さらに、本発明の範囲には、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内
でのすべての変更が含まれることが意図される。
【符号の説明】
【００６９】
　　１０－表示部
　　１２－表示部
　　２０－コピーキー
　　２２－印刷開始キー
　　３０－コピー中止キー
　　３２－印刷中止キー
　　４０－ＣＰＵ
　　４２－ＣＰＵ
　　７０－プログラム呼び出しキー
　１００－画像形成装置
　１１０－情報処理装置

【図１】 【図２】



(11) JP 6122162 B2 2017.4.26

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】

【図８】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】 【図１４】



(13) JP 6122162 B2 2017.4.26
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【図１７】
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【図１９】
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